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人文研克 大阪市立大学大学院文学研究科紀要

第6U事 2010"f-3月 145買-161買
研究論文

マレーシア・イスラームにおける「イスラーム」と「世俗」
「イスラーム岡家」論争を中心に一

多和問裕司

本稿は、現代の「世俗化」が進んだ社会におけるイスラームと凶家の関係を、とくにマレー

シアにおけるそれを IJ~例にしながら、考察することを目的としている D 第 l 蹄jでは、現代社

会における宗教的領域からの世俗的領域の分化を構造的なものととらえる1.カサノヴァの

IIt俗化論を検iHする。第 2f!IiでマレーシアにおけるイスラームとWJ家との関係を概観的に紹

介した後、第 3節では、与党UMl¥Oと野党PASの問で交わされた近年の「イスラーム国

家マレーシア」にかんする論争について詳細に紹介する。第 4節では、それぞれの「イスラー

ム国家」概念および両者の間にある根本的な差異について分析した上で、今日の世俗化した

社会における、イスラームおよび世俗についての新たな概念化が示されるc マレーシア・イ

スラームについての本事例研究を過して、 Ilt俗化のなかで衰退するイスラームでもなく、反

世俗化としてのイスラームの復興でもない、現代の1ft俗的社会における多様なイスラームの

ありかたを理解することができょう 2

1 .世俗化とイスラーム

現代社会における宗教を論じる議論のひとつとしていわゆる「世俗化論Jがあるo 近代社会

の進展とともに宗教はその領域を縮小し衰退するというこの理論は、社会科学において唯一「パ

ラダイムとしての真の地位を獲得したー〔カサノヴァ 1997[1994]: 27: とすら呼ばれるほどに

大きな力を持っていた。しかし1970年代以降の世界規模での「宗教の復鱒JCケペル 1992[1991]) 

のなかで、世俗化論はいまや神話扱いされるほどにまで一気にその地位が失われてしまったG

宗教社会学者であるカサノヴァは、世俗化論を神話として単純に放棄するような現在の傾向

を批判し、世俗化を三つの命題に区分したうえでより厳密に近代における宗教の位慌について

分析することを提唱する O 彼が言う世俗化を構成する三つの命題とは、第一に国家、経済、科

学といった世俗的領域が宗教から分化していくという意味での世俗化、第二に宗教的信仰や実

践が哀・退していくという意味での世俗化、第三に宗教が個人の私的領域に限定されていく私事

化という意味での世俗化、というものである〔カサノヴァ 1997[1994])。

これら三つの命題で世俗化をとらえると、これまでの単純な世俗化論が説く世俗化とは、世

俗的領域が宗教から分化されていった結果、宗教が公私の別における私的領域に聞い込まれ、

次第に個人の I~I 由選択の問題となることでその力や影響力を失っていった過程と理解されるc
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他方、近年の宗教の復興によって引き金がひかれた、おなじく単純な反世俗化論は、宗教的な

信仰や実践の高まりが宗教を公的な領域にまで押し広げ、さらには陛界をいまいちど宗教的に

統合しようとする動きの出現を指摘するものととらえることもできょう。

カサノヴァ自身は、第一の命題は近代という H寺代の構造的趨勢であり否定しようのないもの

であるとしたうえで、第二の宗教の衰退という命題は隠史的な趨勢ではあっても構造的趨勢で

はなく、第一の命題にたいするオプショナルな反応として見るべきだと考えている 3 さらに第

三の命題については、宗教の私事化もまた歴史的趨勢に過ぎず、近代的な個人の自由や分化し

た構造と共存しうる脱私事化した公共宗教がありえるし、現に存在するということを指摘するO

そのうえで、彼は脱私事化した公共宗教のあり方の偏差や(カサノヴァ 1997[1994])、世俗的

領域の分化そのものの多様性について、具体的に検討していくのである (Casanova2007)。

本航で具体的事例についてのカサノヴァの研究を詳細に紹介する余裕はないが、彼が指摘した

世俗化の第一の命題、すなわち社会の機能分化のなかで世俗的領域が出現することと、この第

一の命題は近代世界において構造的な趨勢であるという指摘は、現在世俗化論が1nf条件に批判

されることが多いだけにきわめて重要な意味を持つものであるといえるだろう。

ところで惟俗化論が西洋キリスト教社会の歴史を背対に生まれたものであり、それゆえに陛

俗化の理論的考察のためにイスラームの IJ~例がもちいられることが少ないことはっとに指摘さ

れているとおりである〔たとえば大塚 2004J0 J:に挙げたカサノヴァの研究も、具体的な事例

としてプロテスタントとカソリックという多様性を合んではいるものの、キリスト教内部に求

められるものにとどまっている l二

本稿で試みられるのは、カサノヴァが提起した|吐俗的領域の分化としての世俗化という第一

の命題を参照枠としながらマレーシアにおけるイスラームと国家の関係についての理解を進め

るとともに、同時にマレーシア・イスラームのïJ~例を通して現代における宗教の位置つ'けにつ

いての理解をキリスト教世界を越えたより広い範聞をも含めたものへと広げていくことにあ

る。イスラームは政教という区別が仔在しない一元論的な宗教である〔小杉 2006:30-58J。ま

たムスリムにとってイスラームは生活のすべてにおいて指針となるものであり、逆にそのよう

な指針に無条件にしたがう者こそがムスリムであるため、イスラームにはいわゆる公と私とい

う区別も存在しなL、c このような特徴を有するイスラームは、世俗的領域の分化として出現し

た同家の作在をliij提とする現代という時代とどのように向きあっているのであろうか。あるい

はムスリムの問で、現代におけるイスラームのFr.laつ'けにかんしてどのような議論が展開され

ているのであろうかc マレーシア・イスラームの事例は、第一の窓味での世俗化が進行する現

代社会におけるイスラームの資を明瞭に浮かびあがらせるものとなろう。
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2.マレーシアにおけるイスラームと国家2) 

マレーシアは大きくマレ一系、中国系、インド系からなる「多民族国家」であると同時に、

さまざまな宗教が放存する「多宗教ml家」でもあるo 総人口 (2005年時点で約2600万人)の約

6割を占めるイスラームを筆頭に、以下、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教などの宗教が、独

自の広がりや組織をもちながら文字どおりの共存を果たしている。

マレーシアにおけるイスラームについては、これまでにも数多く論じてきたので〔最近のも

のとして多和田 2005a.2005b. 2006. 2007. 2008J、ここでは次節以下の議論の前提として最小

限必要な要点のみを確認しておくことにする。マレーシアにおけるイスラームと国家の関係を

考える場合、次のような点をまず理解しておかなければならな L'0 

第一に、マレーシアはイスラームに「連邦の宗教Jとして特別な地位を与えながらも、あく

までも人定法である窓法を最高法規とする国家であるという点である。マレーシア憲法は、第

3条(1)項において、イスラームを「辿邦の宗教」として位置づけている。それによりモスク

建造などのハード耐、イスラーム行政にかかる人事や給与などのソフト面ともに、イスラーム

にかんする引制には連邦政府および州政府が、予算借置も含めての責任を負っている。しかし

その一方で、窓法第 4条では、 JE法を国家の至高法規と位置づけ、独立以降に制定されたいか

なる法も、滋法に一致しない場合は一致しない部分について無効であることを定めている(第

4条(1)項)

マレーシアにおけるイスラームについての特徴の第二点は、マレーシア国民すべてを対象と

する法、行政、裁判制度と並んでムスリムのみを対象とするイスラーム法、イスラーム行政、

イスラーム裁判制度が存在するという点であるコ別言すれば、ムスリムであるか否かを基準と

して、マレーシア国民が二分されているのであるc 後述するようにマレーシアではムスリムは

そのほとんどがマレ一系住民であるので、マレ一系ムスリムと非マレ一系非ムスリムとでは、

おなじ国家に属するおなじ国民でありながら、まったく異なる「現実」を生きているといって

過言ではなL、
特徴の第三点としては、上述のようなムスリムを対象とする法、行政、裁判制度はいずれも

州の権限のなかにおカ亙れているものであるため、 i:i!l!邦の宗教」というイスラームの位置づけ

にもかかわらず、マレーシア全体を貫くような統一的なイスラーム法、イスラーム行政、イス

ラーム裁判制度が存在しないという点をあげることができる。;芯法第74条(2)項は、各州の立

法機関(州議会)が滋法附則 9表第 2リスト (L、わゆるナトいjス卜)の事項にかんする法制定を

おこなうことを認めているD とくにイスラームに閑辿する法制定については、同リストの第 l

パラグラフにおいて、イスラーム信仰を告白した者を対象とするイスラーム法ならびに身分お

よび家依法として明確に規定されており、そのなかには婚約、結婚、離婚等にかんする手続き、

ザカートやフィトラ等の宗教上の歳入の取り扱い、さらには連邦法に抵触しない範聞でのイス
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ラーム教義違反にたいする:罰IJJlIJなどが含まれているc もちろんイスラームが州の陥限事項だと

L 、っても迎邦の枠組みから逸II$~することは汀-されな L 、。滋法第75条は、州法と述邦法が不一致

の場合は述邦法が優先され、州法は不一致の範聞において無効であることを定めているo

最後に、マレーシア・イスラームの特徴の第四点として、多民族|司家マレーシアにあって、

イスラームとマレ一系民政カテゴリーが密接に結びついていることが挙げられるo たとえば肢

史的、政治経済的な経緋によりマレーシアではこれまでマレ一系民族集団に特別な地位が与え

られてきたが、まさにその「マレ一系」カテゴリーが憲法によって「イスラーム信仰を告白し、

日常的にマレー析をもちい、マレーの償宵にしたがっている者J(第160条)とされているので

あるc つまりjE法 tはマレ一系の人々はすべてムスリムであるということになる。さらに各州

の州王や州首相!にかんする組定についてもイスラームとマレ一系との分かちがたいつながりを

見ることができるc 楠民地時代以前からのマレーの各王国にさかのぼる州(全13州中 9州)で

は、各州の憲法によって世襲の州王はムスリムかつマレ一系とされ、州の首相ですらムスリム

かつマレ一系のなかから州・U:によって任命されることになっている :1}C

国家との関述においてこのような特徴をもっマレーシア・イスラームは、それぞれの時代に

よってその内実を変化させてきた。とくに1980年代以降は、世界規悦で生じたイスラーム復興

の流れと歩調をあわせるかのように、マレーシアにおいても「イスラーム化」と呼ぶことので

きる動きが顕著に見られるようになった九

イスラーム化の諸制lを上に述べたマレーシア・イスラームの特徴との!則辿でとらえると次の

ようにまとめることができる。すなわち、ムスリム(マレ一系)の rl世界」においてイスラー

ム化が進展していること、ムスリム(マレ一系)が主導する政府、野党ともにイスラーム化を

進める政策を主張していること5¥そのことがときに非ムスリム(非マレ一系)の間に宗教の

自fllにたいする不安を生じさせていること、の三点であるo 具体的に見ていこう。

マレーシアにおけるイスラーム化は、服装(とくに女性)や食事(ハラールへのこだわり)

などの日常生活をよりイスラーム的と思われるものに変えていこうとする動きから、イスラー

ム系NGOの活動の活発化やさらにはかなり急進的なイスラーム主義述動の勢力拡大にいたる

まで、その範聞は多岐に及んでいるc それに呼応するかのように政府(事実上は与党UMNO

= United l¥:lalays National Organization)および野党(P A S = Parti Islam Se:'vlalaysia) 

もイスラームに訴える政策をJJ昼間する。政府側でいえばイスラーム銀行やイスラーム保険制度

の創設、 nq際イスラーム大学の設位、国家によるハラール認証制度の導入、イスラーム的な装

いを前耐に出した新行政首都(プトラ・ジャヤ)の建設等々であり、それに対抗する野党側で

いえば、野党jill立政栴が政榔をとった什I(クランタン州、 トレンガヌ州など)でフドゥード法

導入の動きゃ、酒類の販売規制などの試みがなされたのであったc 与野党問のイスラームを巡

るある種の「競り上がりJ状況のなかで、マレーシアのイスラーム化が一気に加!述されたこと

は間違いなL、。このような流れのなかで、ムスリムのみに適!日される各栂のイスラーム関連条
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例(州議会で制定されるものであるため)は、より細分化、梢鍬化され、その中身はよりいっ

そう厳街にイスラーム法学に合致するように改正されたり、ムスリムにたいする様々な f規制」

(ミスコンテストやヨガの禁止、 HIVの婚姻前検奈の義務化など)がイスラームという名の

下に実施されていったのである。

イスラーム化の進行は非ムスリムの側からは自らの 11~1111J にたいする脅威として受け取ら

れる。そもそも非イスラーム1m宗教への政府、行政からの「差別的」な取り扱いにたいする不

満が根強くあるうえに〔多平[JIH2003)、近年メディアを通して大きな関心を集めたイスラーム

からの改宗にたいする司法の否定的な判断などが〔多和問 2007、光成 2009)、非ムスリムの

側にイスラームが大きな圧力となって乗りかかってくるような感覚を抱かせているのである。

このような凶家のありかたにたいしては、当然のことながら、その:m:~t~や意味にたいする、

ときに相争うような見解が投げかけられているc 次節では近年のマレーシアで悶民的議論を呼

び続けている「イスラーム国家Jを巡る論争を取り上げてみたい。この論争で交わされている

のは、社会の機能分化が進行するi時代における宗教と国家の関係にほかならなL、D

3. rイスラーム国家/世俗国家J論争

( 1) r世俗国家Jマレーシア

独立 (1957年)前後から1980年代にいたるまでのマレーシアにおいては、国家におけるイス

ラームの位置を限定的にとらえたり、国家を「世俗国家Jとして規定する議論があきらかに多

数を占めていた。このときの議論が現在でも非ムスリムが国家のflt俗性を主援するときにその

拠りどころともなっている EJD 独立後のイスラームと国家との関係についてより原理的な観点

から見た場合、宗教的領域から分化した世俗的領域である国家に逆に宗教を管理する力が与え

られたととらえることができるだろう。この世俗国家マレーシアという主娠は次のようなおお

きく三つの理11Iに基づいていたc 第一に憲法制定過程の議論、第二に!歴代最高裁判所長官の滋

法解釈、第三に初代首相アブドウル・ラーマンの見解である。

マレーシアにおけるイスラームと国家の関係をめぐる議論は、独立に向けての滋法準備段階

にまで遡る。マラヤ(当時)からの代表団と宗主国イギリスとの交渉のなかで、憲法作成のた

めに設定tされたレイド委此会は、当初特定の宗教を辿邦の宗教とすることは考えていなかったc

しかし、独立前の総選本において圧倒的多数を占めていた迎盟党(現在の国民戦線の前身)か

らの申し入れにより、イスラームが辿邦の宗教とされることになったのである (Farid2008: 

29;。ただしこのときあわせて、イスラームが連邦の宗教であったとしてもそれによってマレー

シア(当時はマラヤ)がi世俗国家ではないことを意味するわけではないということが確認され

た (ShadSaleem 2008: 8-9J c 

このような背対をふまえ阪代の最高裁判所 (FederalCourt、現SupremeCourt)長官 (Lord
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President)は、基本的にマレーシアはI'_t俗国家であるという進法解釈を示してきた。たとえ

ばモハメッド・スフィアン・ハシムは1962年の論文のなかで、マレーシアにおけるイスラーム

は、 1司E叙任式や独立記念式典などの公的機会にイスラームに則った祈りを附えることがで

きるというような、第一に儀礼的なものであるJと述べている]-1ussin 1990: 23;。あるいは

おなじく紋尚波長官であったサレー・アッパスは1988年に、イスラームがたんなる教義や儀礼

ではなく生活様式のすべてであることを認めつつも、英~i時代のイスラームの{1I. ìlt と:，~~法制定

過程を考慮した上で、「独立時の指導者たちは滋法第 3条におけるイスラームという iiljの意味

を (Ut俗的な制度と家族法などの限定された領域との)二分法において盟解していた」のであ

り、イスラームに反する法が無効であるとの規定がないということは、「憲法第162条は滋法に

先立つ世俗法の継続性を意識的に維持させているのであるJとの見解を示している 7lo

独立後初代首相となったアプドゥル・ラーマンも繰り返しマレーシアの世俗同家としての性

絡に言及しているc 彼は1958年の治会において「我が[[qが一般に惣定されるようなイスラーム

Ilq家ではないということをはっきりとさせておきた~'0我々はイスラームを|説家の公的宗教と

しているだけであるーと述べている (MoharnadHashirn 2000: 30)。さらに引退後に/11版され

た 1Il]:1U録のなかでイスラーム II~家について彼は次のように祈っている。「イスラーム国家につ

いてのすべての語りはむなしい夢に過ぎないコいかなるお-も、政治や行政を宗教に)J;づかせる

ような11(1家を受け入れることはありえなL、D 多民族多宗教の人々からなるマレーシアのような

11qにおいてはイスラーム同家の余地はどこにもなL、。J (Abdul Rahrnan 1986: 105) 

これらの主張をあわせて考えると、少なくとも 1980年代凶までのマレーシアにおいては、マ

レーシアはItt俗国家であるとのi泌，識が、ムスリムや政府の側にあったことは疑いようがないで

あろう 3 生活様式すべてについての指針を提供するものとしての教義論上のイスラームと、多

民族多宗教という現実のなかにおかれたイスラームとの!日jで、マレーシアでは、ムスリムと非

ムスリム、イスラームとそれ以外の宗教、イスラーム法とI!t俗法というような様々な二分法を

そのなかに抱え持つ、イスラームと凶家との分離をjjij艇とする国家像を有していたといえるだ

ろう HIO 

( 2) rイスラーム国家J論争の経緯

2001 ~ド 9 fJ29日、述合'}-J't.ml民戦線 CBarisani¥asional)を備成する政党のひとつであり、

Jt:マレ一系が多数を占めるGel叫mn全WI代表者会議において挨拶にたったマハティール首相

(当時:辿合与党の長でもある)は、マレーシアが「イスラーム凶家」であると言明した (The

Star紙、 20011ド9月初日付)。多民峡多宗教からなるマレーシアにあっては、イスラームを国

教としながらも、政府が1'1らをイスラーム国家として規定したことはなく、マハティールのこ

の突然の表明はムスリム、 JI:ムスリム双方に驚きをもって受け取られるとともに、「イスラー

ムIlq家jにかんするその後の隙々な論争の発端となったqL
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マハティール発言を受けて、同年10月 5日、悶民戦線を構成する全14党が、イスラーム国家

マレーシアというマハティール (UMN0)の主張を是認することを表明した (TheStar紙、

2001年10月6日付)。非ムスリムの聞にはマレーシアがイスラーム国家と公的に規定されたと

きの非ムスリムの処遇や立場にかんする強い懸念も存在したが、結局は、現行の国家体制が変

わらないという判断の下で、 UMNOとの述携を優先することを選んだものと思われる 10)。

理年2002年6月のUMNO党大会においても、マハティールは総裁演説のなかでかなり長き

にわたってイスラーム国家論に言及している。「もし我々がマレーシアをイスラーム国家であ

ると呼ぶならば、その理由は明白であるc マレーシアのムスリムはムスリムとして生きる自由

があるo アッラーへの服従を実行するのに何らの障害もなL、c 彼らはイスラームが求める正義

を享受しているo・・・中略・・・ムスリム国家マレーシアに|却する論争を続ける必要はなL、。

マレーシアをムスリム国家にするために憲法を改正する必要もなL、。我々はすでにムスリム国

家なのである。J(The Star紙、 2002年6月20日付)

マハティールによってあらたに表明された「イスラーム国家マレーシア」という国家像は、

その後の政権によっても引き続き確認されていく。たとえば2007年 7月171:1、マハティール政

権を引き継いだアブドウラ首相のもとで副首相を務めるナジプ(現首相)は、マレーシアをイ

スラームの根本を信奉し、イスラームを公的宗教であると規定する怒法を持つイスラーム国家

であるとの見解を示した。彼は、野党PASのイスラーム国家論に触れて次のようように述べ

ている。 IPASは彼らのパージョンを有しているし、我々には我々自身の解釈があるc 我々

が世俗国家であったことはいちどもない。J(The Star紙、 2007年 7月18日付)

このようなUMNO(政府)のイスラーム国家の主張に対抗するかのように、マレ一系野党

のPASも自らのイスラーム国家像を具体化してL、く。 PASはその結成当初からイスラーム

国家樹立を党綱領に組み込んでいたが、イスラーム国家についての具体像についてこれまであ

きらかにしてこなかった。この点がしばしばUMNOからの攻撃を受けることにもなっていた。

たとえば上に引用した2002年のUMNO党大会におけるマハティール総裁演説のなかでも「現

在まで、これらの人々(註:P A S)は、自らが椛力についたときに打ち立てるとするムスリ

ム国家を構成するものを明確に示すことができていなL、。彼らが言ってきたのは、現在見るこ

とのできるものとなんら異なるシステムではなt'0それは結局、彼らもまた、独立以来マレー

シアがすでにイスラーム国家であるという主娠の真実を間接的に認めているということなので

ある」と批判されている (TheStar紙、 2002年6月20日付・)。

しかし、 PASの側でもここにいたりついに自らのイスラーム国家がどのようなものである

かを公にすることを決定するO マハティールのイスラーム国家発言の翌2002年5月31日、第48

rmのPAS党大会において、ファディル・ノール総裁(当時)がイスラーム国家の特性のひと

つとして「イスラームのシャリーアおよびイスラーム法制のもとでの法による統治の至向性を

堅持する」ことを挙げ、近々より具体的な国家像を公表することを表明したのである (The
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Star紙、 2002{ド6月1日付)。この後ファディル・ノールの死去にともない、批終的に PAS

のイスラーム Il~家論が正式に発表されたのは、さらに1年以上を経過した2003 1 1:11月 12 日のこ

とであったlliD

政府と PASそれぞれのイスラーム国家像にたいして、機々な立場からの見解が数多く寄せ

られた。イスラーム国家マレーシアという国家像自体にたいする反発12;は言うまでもなく、

マレーシアの進法規定をイスラーム凶家的要素と世俗国家的要素という観点から精査したうえ

でマレーシアをイスラームIlij家でもなく|世俗図家でもない、ハイブリッドな国家であるする見

解 [ShadSaleem 2005Jや、どちらでもなくその'1111Mに位舵するという意見 (AziziKhalid 

2007:、そもそもイスラーム同家か否かは政治的ラベルに過ぎず、中身のあり方こそ重要であ

るとう主張 :Soon2008:など、メディアやインターネットのプログ上で盛んな論争が展開され、

現在にまで続いている。

それでは政府・仁 M~O と PAS のいうイスラーム同家とはどのようなものなのであろうかc

それぞれの見解を代表する文i!fをもとにI1可者のイスラーム凶家像を探ってみよう。

( 3 )政府・ UMNOの「イスラーム同家」

200211: 3月7日、マレーシア・イスラーム発展局 CJ A K 1 M=Jabatan Kemajuan Islam 

Malaysia)局長 CMohamadShahir)名で、『イスラーム国家マレーシア CMalaysiaNegara 

Islam)Jと題されたー篇の文.Ifが公表されたlヘイスラーム発展局は、述邦政府首相府に属し、

イスラーム原I1Hにもとづいたウンマ(イスラーム共同体)を例造-することを目的とする機関で

あるc 先に述べたようにマレーシアではイスラームは各州(各州王)の管轄事項とされている

が、辿邦レベルでのイスラーム政策や法制の統ーを附ることにも、この発展局が積極的な役割

を巣たしている。したがって、ここの局長名で出された文市は、マレーシア政府(すなわち連

合与党の中心に位置する UMNO)の公式見解としてとらえることができるo

JAKIMは、文汗のなかでマレーシアがイスラーム国家であることの根拠として、次のよ

うな 5つの点を挙げている。

第一に、マレーシア憲法においてイスラームに特別の地位が与えられていることである。す

なわち、イスラームは連邦の宗教とされ、国王および各州二Eがイスラームの長であり、州政府、

辿邦政府の双Hがイスラーム行政にたいしての責任を負っている。とくに憲法第 3条の述邦宗

教規定には、公的儀式的機会にイスラームがもちいられるという法解釈があるが、たとえそう

であっても、 nlらをイスラームltil家と称することは可能である 3

~1._:の似拠としては、著名なウラマーの見解が指摘される。イスラーム国家という概念はク

ルアーンやハディース(ムハンマドの式行録)には明確ではなく、それゆえにイジュティハー

ド(ijtihadiyyah:解釈行為)にかんする事柄となるc JAKIM文書の著者モハマド・シャヒー

ルは三人のウラマーのイスラームWI家にかんする見解を総合して11)、イスラームにおける「イ
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スラーム国家」を次のように解釈するo すなわち、「イスラーム国家とはイスラーム教徒が主

導する国家である。そしてイスラーム教徒は平和観に宗教にたいする責任を全うすることがで

きる。その武任のなかには、イスラーム教徒ではない人々にたいしてそれぞれの宗教を実践す

る権利を与えることも合んでいるo そしてすべての民衆がそのことを守ってL、く義務を有して

いる。J(p.122.)彼にしたがえばマレーシアでは現にこれらの事柄が実行されているがゆえに

イスラーム国家なのである。

第三の恨拠は、マレーシアが|世界から既にイスラーム国家として認識されていることである。

OICの当初jからの加盟国であるばかりでなく、イスラーム国家、非イスラーム国家を問わず、

マレーシアがイスラーム国家のモデルであると認められてきたc

第四に、マレーシアにおいてイスラーム行政が実施されていることもイスラーム国家である

ことの根拠となる=法の領域においては「市民法」と「イスラーム法Jを調和させる努力が政

府によってなされてきたし、社会や経済の領域ではイスラーム銀行、保険 (TakafuD、質屋 (al

Rahn)、ハラール認証制度など、イスラーム教義と調和するような新しいシステムが採用され

ているc 実際マレーシアは、今日の世界においてムスリムの信仰、シャリーア、道徳を遵奉す

るという点で最良の国家といってよ L、c 他に、マレーシア・イスラーム発展局 (Jabatan

Kemaj uan Islam l¥.1alaysia)、マレーシア・シャリーア司法局 (Jabatan Kehakiman 

Syariah Ivlalaysia)、ムフティ局 (Jabatan:'vluftDといったイスラーム行政機関や制度の存

在もイスラーム国家であることの証となる。

最後に、すでに1986年 2月の段階で国家ファトワ委員会15)が発した見解もイスラーム国家

マレーシアの根拠を構成する。すなわち「この宣言は明白にマレーシアは世俗国家であるとい

う見解を恒絶するものであるo なぜならこの世 (keduniaan)のみを志向するという世俗主義

の特徴は、どのように理解.されようとも、国家の哲学や行政運営やイスラーム教徒であるマレー

シア民衆の生活の基礎には存在しないからであるc_; (p.l23.) 

ここに描かれた政府 (UMN0)のイスラーム国家像は、当然のことながらイスラームと国

家の二分法に基づく現行の体制を維持し、シャリーアとは「断絶」した憲法を国家の法(law

of the land)としながら、そのなかでイスラーム的であることを目指そうとするものである。

これは基本的な構造において独立時にできあがった国家のあり方となんら変わるところはな

L 、。 唯一違いがあるとすれば、それはイスラームの部分が国家の指導の下、よりイスラーム的

な方向へと変化したということであるc

(4) PASの「イスラーム国家J

2003年11月12日、 PASはその前年の党大会において約束した具体的なイスラーム国家像を

ハディ・アワン総裁のもとで発表した。「イスラーム国家文書 (DokumenNegara Islam)Jl6l 

と名付けられた文書は、ハディ・アワンによる前文のなかでイスラーム国家について次のよう
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に述べている。「イスラーム国家を樹なすることは、実に、 H々 の義務となっているイスラー

ムの儀礼的行為をおこなうこととおなじくらい重要なことであるc・・・もし特別なものが手

に入ったときだけしか義務が巣たせないというのであるならば、そのものを手に入れることが、

おなじく義務となるのであるc P A Sはこれを実現すべく、シャリーアの原理に基づき、アッ

ラーの命に導かれた、 ~I:活方法と国家 (Oeen ¥va Oaulah) l7lとしてのイスラームをこの悶に

雌立させるという目標のために戦っているのである。J(p.l31.)さらに同書の序は次のように

;j'うo r-クルアーンとスンナがイスラーム|説家を導く似理を規定しているo・・・クルアーンに

おけるアッラーの命によってl別縦に強調されているように、クルアーンと預言者の伝統(スン

ナ)をII~家統治における立法および司法の第一の源とすることが、イスラーム国家には求めら

れるし、イスラーム国家にとっての義務でもある。J(p.134.) 

そのうえで、同文書は理想的なイスラーム国家の概念を以ドのようにまとめているG

・Sll!tおよび来世の成功の述成のために完全かっ包指的な生活方法としてのイスラームの

命ずるものを実現するという怠I~Iをもって、シャリーアに基づいて打・ち立てられた、す

べての市民にたいして安全、悩fll:、奉仕を実施し、提供する国家。

• ~JIを恐れ、社会のもっとも有徳な人物である指導者によって率いられた国家c 彼のリー

ダーシップを通して、凶家制度は生活のすべての而においてアッラーと預言者の命令に

従う。

・クルアーンに言及された神の喜びを享受しつつ、 tllJを恐れ、桝Iに祝福され、平和で繁栄

した国家0

・シャリーアは、悶務遂行における統治を導くための主たる源であるo

・ムスリム市民は、イスラーム的生活方法を十全に具体化するように教育される。

・フドゥードを含めたシャリーアの実施は、犯;JI~が11立小限に抑えられることによって望ま

しい平和と安全を提供する。

• JI~ ムスリムの構成員は、宗教や儀礼の自 111 を!/.，受し続ける o イスラーム国家によるいか

なる抑制や妨害もなく自らの生活方法を実践する自111を有するo

このような国家において、政府は次のような根本版里nにもとづいて運営されなければならな

L 、D すなわち政府は、アッラーによって至高の法として提供されたシャリーアが「国家の法」

Claw of the land) として実施されることにすべての点で関与し、またその意志を持たなけれ

ばならなt'0そのさいIHI家を治めるのは、地一|二{こおけるアッラーの代即.者 CKhilafah)である。

PAS文Ilfでは代理者について次のように述べるc 戸アッラーが創造したj此初の人間であるア

ダムは、地 i二におけるアッラーの代理計の地仇に就く者として造られた。この文脈において代

理者は、イスラームにたいする保護とイスラームの教えに従って国家を治めるための地位を、

とくにあらわしている。J (p.137.) 

文;Ifから読み取ることのできる PASのイスラームIJiI家とは、生活、法、倫理、教育などの
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すべての根源にイスラームをirtく国家ということになろう。そこでは、シャリーアが法制化さ

れ (UMNOとは迷ってシャリーアの「一部だけJではなL、)、ムスリムの指導者によって導

かれなければならない。世俗化論の命題を援用すれば、宗教から世俗的領域である国家が分化

された状態にたいして、未分化で宗教(イスラーム)に一元化されるような社会の創造を目指

しているのである。

4. rイスラーム国家マレーシア」におけるイスラームと世俗

政府 (UMN0)とPASそれぞれのイスラーム国家論を較べたとき、一見するとイスラー

ム化の度合いにかんする程度の差と理解されるかもしれなL、。ともに「世俗」国家であること

を般否しているという点で両者は共通するものであり、国家の有り様をイスラーム教義や教義

解釈に基礎づけているD 事実、非ムスリムのイスラーム国家批判者からは、両者の非ムスリム

の位置づけについての違いが野鳥闘の烏の自由と烏簡の烏のそれとの差として皮肉られている

(Ng 2003Jo しかし、ふたつのイスラーム国家像は、程度の違いはもちろんのこと、それ以上

にイスラームと国家の関係について、本質的に異なるものとしてとらえなければならない。

先にも述べたとおり、政府 (UMNO)のイスラーム国家は、独立時にできあがったマレー

シアの国家体制を前提とするものであるo Iイスラーム化」の進展は、ムスリムと非ムスリム

に二分された法制度や社会秩序のなかで、ときに非ムスリムの側からの領域侵犯にたいする非

難が沸き上がることはあっても〔多和田 2003J、基本的にはムスリムの領域に限定されたもの

であるc 政府にとっては、多宗教状況のなかでイスラーム化を進め、同時にイスラームを他宗

教よりも上位におくことがイスラーム国家マレーシアを実現させる。このようなイスラーム国

家像は、「マレ一系が主導する多民侠国家J(多和田 2009)という国家像と正確に重なりあっ

ている。

これにたいして PASのイスラーム国家像は、すべてをイスラームの枠組みのなかにおくこ

とで成り立つものであるo 国家の法(lawof the land)としてのシャリーア、神の代理人とし

ての国家指導者など、 PASのイスラーム国家では、窓法よりもシャリーアを上位におき、ム

スリムのみに国家指導者としての役制が与えられるo 非ムスリムは自らの宗教や儀礼の自由は

認められるが、それはイスラーム初期のメディナにおける多民族状況に比せられるものである

(同文書 p.134)。

これらふたつの国家像の違いは、第 l節で紺介したカサノヴァの世俗的領域の分化としての

世俗化という参照枠をもちいるとき、より明確に理解することができる。すなわちUMNOの

イスラーム国家は、宗教からの国家の分化を前提としつつそのうえで宗教的領域のイスラーム

化をはかることで達成される(達成された)ものであり、一方、 PASのイスラーム国家とは、

宗教と国家が分化した状態そのものを宗教によって統合することではじめて成り立つような国
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家なのである O 別註すれば、それは多元論的な国家像とーえ論的なそれとの追いと言うことが

できょう。もちろんイスラームの教義に基づくならば、第 l節でも触れたようにイスラームは

一元論の上に成り立つ宗教であり、多元論とは相容れなL、。これにたいして UMNOのイスラー

ム国家は、現在の民族別、宗教別の人口比を前提とするかぎりそのようなことは現実には起こ

りえないだろうが、理論一|二は、たとえば滋法改正によって、イスラームを国家の枠組みの時外

におくことすらできる可能性を有しているのである。イスラームの枠組みに人らないなにもの

かの存在を認めているという.伝味において、UMNOのイスラーム国家像は多元的なのである。

PASはこのような UMNOのイスラーム国家を「位俗的」であると批判するO しかし「世

俗的」であるはずのじ tvlN0が率いるマレーシアにおいてここ数十年あらゆる分野でイスラー

ム化が進行しつつあるという事実を踏まえて考えれば、 PASとUMNOの対立は、イスラー

ム対世俗、あるいは世俗の度合いの追いの対立なのではなく、宗教と国家との機能的分化が進

行した現代社会における両者の関係の位置づけ方の違いとして理解されるべきものなのであ

るc UMNOが主導するイスラーム化がどれほど進もうとも、 PASが言うところのイスラー

ム国家にはなりえなL、D

このようなイスラーム国家をめぐるマレーシアの現状は、社会科学的概念としての世俗化論

にたいして、たんにイスラーム化の進展を理，.1]に世俗化論を否定するのではなく、近代社会に

同有の世俗化をも射程に収めた、イスラーム社会(ひとつの社会内部の多様性も合めて)の比

較研究のための基軸を作るうえでの有力な手がかりを与えてくれよう。図-1はUMNOとP

ASのイスラーム国家論を、宗教fl:の強弱および宗教と国家の関係のあり方というふたつの軸

によって分類したものである lヘ

(図ー 1) 
宗教性

く:;ax>

:;;.f~の優越 l同家の俊組

• Ji:，治的イスラーム 多J己J命的イスラーム

く Ut俗〉

税宗教性
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PASとじM:"JOはここ数-1.年「よりイスラーム的」であることを求めての競争を展開して

きた。その結果マレーシア社会においてイスラームの!立合いが急速に上昇したことはあきらか

である〔多和田 2005)。しかし両者はおなじイスラームに基づき、おなじマレーシア社会でイ

スラームを主似しながらも決して相交わることはなL、c それは現実の政治においてはマレーシ

アの多民族性、多宗教性をどのように考えるか、さらには現代社会におけるさまざまな「価値J

とイスラームをどのように「抱合Jさせるかの相違であり〔多和問 2006，2007， 2008)、より恨

源的には宗教の優越と国家の優越という迎いにその源を求められるものであるC この図-1に

おいて「世俗化jとは<宗教>と<世俗>の斜線上を<世俗〉の方向に移動すること、すなわ

ち宗教と国家が分化した状態で国家が優越し、かつ様々な領域において宗教性(つまりイスラー

ム)が弱まっていくこととしてとらえることができるが、この意味において、マレーシア国家

は世俗国家ではあり得ないし、世俗化にむかうことも現時点では組定で・きない。

これにたいして他のイスラーム社会、たとえば建国以来世俗主義を国是としつつも現在イス

ラーム復興の気迫が高まりを見せつつあるトルコのような場合、これまで国家の優越かつ脱宗

教性の領域に似iRしていた同家像が、 ml家の優越かつ宗教性の領域へ、さらには宗教の優越か

っ宗教性の領域へと移行しつつある、ないしそのような主張がなされつつあると理解すること

ができるのではないだろうか。あるいは、マレーシアを合め一部のムスリムの!日jで主張される

「リベラル・イスラーム」なる立場は、国家の優越かっ脱宗教性の領域におけるイスラームの

具体的な姿としてとらえることも可能であろう c

大文字単数のIslamではなく小文字総数のislams'こイスラームの本質を見いだしたアブドウ

ル・ハミッド・エル・ゼイン (AbdulHamid el-Zain 1977)以米、イスラームの多様性につ

いては、とりわけ社会科学や地域研究の立場から数多く議論されてきた。本稿で試みられたの

は、カサノヴァがL、う近代社会、現代社会において構造的(必然的ということにもなろう)な

ものとしての倣俗化という社会変容を射院に入れたうえでの、小文字複数のislamsを比較する

ための座標軸の設定であった。社会機能 l二の必然として、さまざまな領域の分化が進もうとも、

それが直ちにイスラームの脱宗教化をもたらすわけではない。しかしイスラームの主張を単純

な宗教回帰と見なすこともおなじく悶迎っているo 本稿で示されたような座標軸をもいること

によって、現代という時代に多様に展開されるイスラームをその現実の相において理解するこ

とが可能になるはずである。
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【付J己1
~稿は2009作成 H 本学術似興会科学研究1~flfi助金(基盤研究(C)) rマレー・ムスリムのライフスタイルに

おける「イスラーム化J に!則する~，1IE的研究j によって'.M胞された研究成*の一部である。また、本稿は
1'.刊大学共IliJ平IJJIJ・共同拠点公募研究「イスラーム社会のlIt俗化と世俗 1:義」および京都大学イスラーム

地域研究センター・ユニット 2ï中辺派j による合h~ ワークショップ Lîtt俗化/1性的主義」と「イスラー
ム中道派」ーイスラーム社会に対する:つのアプローチの uf能性 (2009/7/25、京都大学)Jにおける口頭

発表「マレーシアにおける「イスラーム lと rIItf~i J - r イスラーム II~家/世俗n~家J 論争を中，心に
を発展させたものである。それぞれの研究グループの武任行である粕谷元、山根聡、ワークショップの立

任n・である仁子島崎の各先生、ならびに当日 (îI.~なコメント fíil 、た参加，，，.の方々に感謝 111 し 1:げます。

[il:】

1 )世俗化論が近代西洋のキリスト教社会の 'J~例によって 1:に語られてきたのにたいして、世俗化論を百
定するために近年のイスラーム御興の'J'例がしばしば，I比されることは、実に皮肉なことといわざるを

えなl，~この点はイスラームにたいするオリエンタリズム的認識のひとつとしてあらためて論じる必要

がある問地.であろう。

2 )本節での，iGiiliは、これまで発表してきた拙論と・部，[(なる部分がある。

3 )当該 91+1の行相は、州議会多数派のなかからマレ一系かつムスリムであるものが州王によって任命さ

れる=残り 4ナl・1(ベナン、マラッカ、サノ〈、サラワク)には伝統的なJIt腿の州王が存在せず、マレーシ

アl司王(9 州の州 ~Eの r，:選により選 111)がそれぞれの州統治者を任命し、州統治行が州議会多数派のな

かから州円相|を任命することになっているz なお、 liliJ事政府における行制!にはマレ一系やムスリムとい

う規程はない。

:1 )イスラーム化の要1M、H体的状況などについては多有11112005aを参!!日。

5 )マレーシアにおける京教、民族と各政党の|則係は下の去の通りである。独立時にはU:¥!l:-.JO、MCA、

:¥HCが.iill合し、述盟党として政府与党を構成、 -1JPASが野党勢力として相対していた3 その後辿!自党

は他の小出慌政党も合めて II~民戦線 (Barisan Nasional)へと発腿拡大し、現有に至っている。マレ一

系(すなわちムスリムの)政党であるUMNO、PASがり.野党それぞれの述合のなかで主要な役割lを*

たしているロ与党迎合が民肱横断的に比較的強1，'4に結びついているのにたいして、肝党迎合はイスラー

ムの取扱などについてのスタンスの迎いから、現状では選挙協力以上の結びつきを持ち得ていない。ち

なみに歴代マレーシア行制は、すべてUl'vI:-.JOの総裁が就任しているc

宗教/民族と政治的党派関係 (2008年総選挙時点)

イスラーム

マレ一系

Barisan Nusional (辿部政府与党)I UMNO 
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6) l'vlalaysia I-lindu Snngam 200711: 7 }j 17日付けプレス発表 (http://www.hindusangam.org.my/

newsj?id=3i， accessed on 12/July /2009)、マレーシア弁護士会200iW7月18[1付けプレス発表

(http://ww¥¥..malaysianbar.org.mY/IH.ess_statemenls/press_stulement_malaysia_a_secular_state. 

html， accessed on 31/i¥:Iay /2009)唱を参!!札いずれもナジプ副首相ド'ill年)発ii-にたいして発表された。

7 )これはある政判事案についての彼の判決文の・部である。判決文はFllridet al (eds.) 2001に収録され

ているc リ|川は同tfp.5.から。ちなみに巡法第162条はj~t法制定以前にfi.(t:する法が (i効であることを規

定しているc

8 )アブド.ゥル・ラーマン1'1身が、後にイスラームのダッワ.iill助団体のひとつに数えられる「マレーシア・

ムスリム制hf:機構 (PerlubuhanKebajikan Muslim l'vlalaysia) J を，没なしたという lJ~実は、彼が抱い

ていたであろう二元論を出付けることになろう c

9) 9・11テロの直後にマハティールがこの発Jをおこなったことについては様々な立味あいが推測され

ているが、 llil内政治的な叫|珂としては、 9• 11テロに触発されマレ一系のなかでムスリムであるという
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意識がさらに高まりつつある状況において、マレーシア(およびマレーシアのイスラーム)の現状を、

野党が主催するような形に変える必要がないことを訴える目的があったものと思われる (cf.Maznah 

2003: 156)。
10)マハティール発言にたいしてマレーシアの華訴紙を中心に中国系マレーシア人の反応を紹介したもの

に、健崎 2002があるo

11) P A Sのイスラーム国家論は、ファディル・ノールからハディ・アワンへのリーダーシップの移行に

伴い、その姿を大きく変えることになった。その変化は、民主主義や人俄擁護などに重きを置くイスラー

ムIfiJ家像から、イスラーム教義やフドゥード法も含めたシャリーアの文字通りの実現にたいして妥協を

許さないようなイスラーム国家像への転換ということができょう。二人が求めたイスラーム国家の迎い

についてはFarish2004、Liew2009を参照c

12)たとえばマハティール発言のすぐ朝日に、非マレ一系野党DAPの党首LimKit SiangによってlHさ

れたプレス発表 (http://www.limkitsiang.com/archive/2001!sept01/lks1190.htm.30/September/ 

2001. acceseed on 6/ September 2009)などを参l!日。

13)この文書は、 Tan.N. and J. Lee (eds.) 2008に再録されている。 ~I用民数は同書による。

14)文書が引用している三名のウラマーの見解は次の通りである。:Vluhammadbin Hasan Asy Syaibani 

「イスラーム教徒によって統治、支配され、その中で平和と43・びが享受されている同家J、Muhammad

Abu Zuhrah Iイスラーム教徒の統治のドにある国家=権力と防衛はイスラーム教徒の手にある。その

国家は個々のムスリムが義務として防衛しなければならない。」、 MohammadSa'id Ramadhan al-

Butiy Iイスラームのシャリーアの法が実施されていることが、その国家がイスラーム国家であること

の条件となるわけではないJ
15)ファトワCfatwa)とはイスラーム教義解釈についての意見のことで、マレーシアの法制度では各州

条例によって、各州にひとり前かれたムフティないしムフティを合めたファトワ協議会のみがファトワ

をIHすことができるとされている(ちなみにイスラーム古典法学ではファトワに法的拘*力はないとさ

れているが、マレーシアにおけるファトワはあくまでも法的手続きとして定められたものである入国

家ファトワ協議会は各州レベルのファトワを調轄する、ないし統一化をはかる役割を負っている。しか

し、ここで決定されたファトワが法的拘束力を持つためには各州においていまいちど州の手続きに則り

ファトワとして官報公示されなければならなl'o

16)この文書は、英語版がTan.N. and J. Lee (eds.) 2008に再録されている。引!日頁数は同~!fによる。

17) Deen(アラビア語ではDin)は通常日本語では f宗教」と沢されるcしかし IJ本語の「宗教Jの意味で

この請を受け取るとイスラームのあり Hそのものを誤解することになる。 PASの文書のなかでDeenに

ついて次のような言葉があるが、イスラームの文脈におけるDeenの意味合いを正しく伝えるものであろ

う。 IDeen、すなわち最後の預J者にたいしてアッラーによって啓示がなされた完全、完壁な生活方法

であるcJ(p.133.)つまり一元論を原則とするイスラームにあっては、 FI本語でいうところの他のもの

から分化した「宗教」なる領域があるのではなく、「生活方法j も「宗教」も、さらには「政治」や「経

済Jも、すべてが一元的に存在しているのである。

18)ここではイスラーム社会における比較論を扱っているため、宗教が国家に優越しかっ非宗教的(非イ

スラーム的)であるという領域は論理的には成り立つが現実にはあり得ない。
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“Islam" and “the Secular" in Malaysian Islam: 
With Special Reference to the Disputes on“the Islamic State Malaysia" 

T A W ADA Hiroshi 

The aim of this paper is to consider the relation of Islam and state in modern "secularized" society， 

with special reference to the case of Malaysia. Part 1 discusses the secularization theory， especially 

the one proposed by J. Casanova. in which the secularization as the differentiation of the secular 

spheres from the religious is considerd structural in modern society. After the brief introduction of 

the relation of Islam and the state in Malaysia in part II， part III describes the recent disputes on 

"Islamic State :¥Ilalaysia"， especially between the ruling party UMNO and the opposition PAS， in 

detail. In part IV， based on the analysis on the notion of the "Islamic State" of both sides and the 

critical difference between them. a new conceptualization of Islam and the secular in today's 

secularized society will be shown. This case study of Malaysian Islam shows， neither the decline of 

Islam in secularization nor the revival of Islam as the anti secularization movement. but the various 

versions of Islam in contemporary secular society. 
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